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一 「転換期」を迎えた同和教育の課題と展望一

原 田 琢 也

【要 旨】

いま同和教育 は,大 きな 「転換期」にさしかかっている。「同対審」答 申以降30年 以上 にわた り続

けられて きた特別施策は,2002年 か らは一切打ち切 られることになっている。 しか し一方で,地 区

生徒1)一 地区外生徒間の学力格差 は依然著 しく,ま た社会 における差別事象 もあとを絶 たないとい

う現実がある。施策の終結が,同 和問題の終結を意味するものでない ことは明白である。 この 「転

換期」にあって,私 たちはどのような方向に向かって,ま た どの ような方法で,同 和教育 を進めて

いけばよいのだろうか。それを定めるには,ま ず もって,今 私たちが どの ような課題に直面 してい

るのかを明 らかにさせ る必要がある。

本稿 は,「 アイデンテ ィテ ィ」 をキー ・ワー ドに,そ のような問いに答 えようとす るものである。

本稿 では,ま ず地区生徒A子 のアイデンテ ィティ形成の過程 を描 き,そ こから現在の同和教育が抱

える課題 と展望を浮 き彫 りに させる。次いでその課題の背後 には,さ らに根本的な問題 として,同

和地区住民あ るいはかつて同和地区に住んでいた人々の問において も,ア イデンティテ ィをめ ぐる

様々な葛藤があることを指摘 する。最後 に,そ のアイデ ンテ ィティの葛藤を超克 し,同 和教育を進

めていくためには,「 アイデンティテ ィ」 とい う概念 をどの ように捉 え直 してい くべ きなのかを模索

する。

1は じめに一転換期の同和教育

いま同和教育は,大 きな 「転換期」 にさしかかっている。1997年3月 に 「地対財特法」の

期限が切れ,5年 間の経過措置 を経て,2002年 か らは,同 和地区及び同和地区住民のみを対

象 とした特別措置は一切 うち切 られることになる。だがこの ことは,同 和行政や同和教育の

取組の終結を意味するものではない。今 なお差別事象は後を絶たず,地 区生徒 と地区外生徒

との間の学力格差は歴然 としているのである。環境改善などの物的事業や個人給付事業など

については,一 般施策として引 き継がれ,教 育や啓発 については,人 権教育の重要な柱 とし

て再構築される方向が打 ち出されている。

K市 では,同 和教育の取組 として,1952年 より特別就学奨励費の支給が,1954年 より補習

学級の開設が,1964年 より中学3年 生 を対象 にした進学促進ホールの開設が始まった。その

結果1997年 には,高 校進学率96.9%を 記録 し,全 市平均に並ぶ ところまでの実績をあげるこ

とができている。現在,補 習学級 ・進学促進ホールは,全 市 に15ヵ所ある 「学習 センター」

で実施 されている。学習センターは,教 育委員会の管轄であ り,各 センターに一人ずつ配置

されている指導主事 と,そ の地区を校区にもつ学校の教員によって運営がなされている。学

習内容は地域の実情 によって異なるが,教 科の学習と同和 ・人権問題学習が中心である。 こ

の 「転換期」 にあって,学 習センターについても,地 区外生徒 との 「共同利用化」の動 きが
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出はじめている。「共同利用化」は,単 に 「一般 開放」を意味するわけではない。た とえば

外川(1997)に よれば,そ れが目指す ものは,地 区生徒 の生活文化ヘ アプローチすることを

通 して,「格差の是正」か らさらに踏み込んだところの 「格差の原因の是正」を達成す るこ

とであ り,同 和教育を 「人権教育の10年 」 を契機 とした世界的な人権教育の流れの中核に位

置づけ,社 会に向けて発信 してい くことなのである。私 もそうあって欲 しいと願う。

だが,こ の目標 を実現 させるためには,地 区生徒が,今 まで以上により主体的にセンター

学習へ参加 してい くことが求められる。地区生徒の 「主体 的条件」,と りわけ 「地区生徒の

アイデンティティ」が,ど れほど確立 されているかが問われることになるのである。

ところで,本 稿においては,「 アイデンテ ィテ ィ」 という語 を,以 下にあげる複数の意味

内容 を併せ持つ概念 として用いることにする。一つは,社 会空間における自己の位置 に関す

る認識 という意味である。 自己の位置を表す 「座標」あるいは 「地図」 と言 って もよいか も

しれない。二つは,自 己を積極的に外界に働 きかけるように仕向ける原動力 といった意味で

・ある。「主体性」 と言って もよいかもしれない。三つは,集 団を集団としてつなぎ止 めてい

くために必要な,人 と人との問の紐帯 といった意味である。

2課 題

K市 立X中 学校の校区にあるY小 学校では,近 年,学 年が進むにつれ,学 習セ ンターへ行

かない生徒の数が増加 している。その原因 として,一 つには地区生徒の学力が二極分化 し,

独力で家庭学習 を進めることができる生徒が増 えて きていることがあげられるが,一 方 で,

学習の支援が必要であるにもかかわらず,学 習センターに通う意味が見いだせずに,あ るい

はその理由をうま く人に説明で きないがために,学 習セ ンターから遠ざかろてい く生徒が増

えてきていることも,事 実 として指摘できる。

X中 学校入学 したての1年 生に聞いたところ,ほ とんどの地区生徒が小学校段階で,地 区

外生徒から,「 なぜ学習センターに行 くのか」 と聞かれたことがあるという。そうい う時に,

どう答 えればよいかわからず,適 当にごまかしたり,相 手 にお もねた り,自 分を低 く見積 も

った りして,そ の場 をやりすごしてきたということだ。たとえば当時中学3年 生(現 在高校2

年生)のA子 は,小 学校時代に,「 なぜ学習センターに行 ってるの?そ こでテス トの答 えを

先生 に教 えて もらってるのちゃうの?」 と詰問 され,「 そんなんやった らもっと頭いいで,

何やったら私のテス ト見せたうか」 と,自 分の成績の悪 さをひけらかす ことによって,そ の

場 をや り過 ごしたという。

地区生徒がそのような対応を選びとってきた原因が,地 区生徒だけが学習センターに通 う

ことの説明の難 しさにあったことは間違いないが,も う一つ,彼 ら/彼 女 らの 「立場の自覚」

を含む同和問題認識が十分に高められていなかったことにあることも,ま た確かなこととし

て指摘 できるのである。A子 はこの点に関して,次 のように語っている。

まだ小学校の時は,い ろんな差別があって,私 らは,そ の中に置かれてるということを知
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らんかった というか,半 分差別みたいなんはあるんやで と教 えられてたけど,そ れより,

自分 らは,こ こに生まれたか ら,差 別を受けるんじゃな くて,誇 りを持 って生 きるべ きや

というように習ってた。

A子 の 「立場の自覚」の曖昧さが伺える。 このような状況は,何 もA子 に限ったことではな

い。X中 学校に入学 してくる地区生徒のほとんどは,「 立場の 自覚」が曖昧なまま,つ まり

学習センターに通う意味がわか らないまま,長 い場合は6年 間も学習セ ンターに通い続けて

きたのである。実際,Y小 学校の教員 に聞いてみた ところ,小 学校段階の指導では,「 立場

の 自覚」 にまで踏み込むことはできていないということであった。

X中 学校では,学 級活動の時間に行われる同和 ・人権問題学習で,学 習センターについて

扱 うことになっている。地区外生徒のほとんどが,誰 が学習センターに通っているのかを知

っているため,こ のことは間接的に,誰 が同和地区生徒であるのか を,教 師が教室で公言す

ることになって しまう。この点に関して,小 学校の指導との問に大 きなギャップが存在する

ことになる。もちろん中学校の教師 もこのことに気づいてお り,事 前 に家庭訪問を行った り,

学習センターでの話 し込みを行 ったりとい うような様々な配慮 を施すが,そ れにしても当の

地区生徒 にとっては,こ のギャップはあまりにも大 きいものとして立ち現れる場合があるよ

うだ。A子 は当時をこう振 り返る。

それ まで は,私 らはす ごい胸 をは ってたわけ よ。小 学校6年 までは。 「誇 りを持 て」 って。

お前 らが先 頭 に立つ ん や。 これ か らは,お 前 らが み んな を引 っ張 って い くんや」。 「わあ,

え え とこにい るなあ」(笑 い)っ て,勘 違 い したみたい な。 うき うき して たんが,な んか

こう,実 は違 う,い まだに差 別 されてい る人がい る。その差 別 は;も しか した らな くな ら

へ んか もしれへ ん。 … ほんで 自分 で もわけわか らん ようにな って ,こ の ま まや った らや っ

てい けへ んわ,ど う した らいい んや ろ,ず っ とず っと悩 んで。 … 涙 しか 出て こ うへ んで,

だ ってぬ くぬ くとした家庭 で育 って きて るわけや ん,い うてみ た らな。 お父 さんは,い い

こと しか言 わへ ん し。'それがい きな り,も う地獄 みたいや,あ れは。 〔「…」 は中略 を表す。

以下 同様。〕

では,な ぜY小 学校 の同和問題指導 は,「 立場 の自覚」 を不問 にしたまま行われるのか。

その理由の一つは,小 学校 という発達段階にある子 どもに,同 和問題 を教えることの難 しさ

にもあるのだが,そ れ以上に大 きな問題 として,親 の考 え方,受 け止め方の多様性があげ ら

れるという。たしかに筆者 も,地 区の親か ら,「 もう差別はない」あるいは 「差別を感 じな

い」 という言葉を何度 となく聞いた ことがある。また,地 区外か ら嫁いで きたある母親 は,

「自分自身,部 落の人間なのかどうなのかわか らない。学校の教師が,「 同和問題』,「同和問

題」と,言 うのも考えものだ」 と語って くれた。「差別が見 えに くくなった」 といわれる昨

今,子 どもを学習センターに通わせていながら,子 どもに対 して,同 和問題 について語るこ

とができていない家庭が増えてきているのである。地区生徒のアイデンティティ形成 という

観点からは,地 区生徒 を取 り巻 く状況は,き わめて厳 しいと言わざるを得ない。学習センタ
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一の共同利用化が進めば
,学 習センターについての説明は容易になるだろうが,反 面,今 ま

で地区外生徒の間で タブー視 されがちだった学習センターのことが,学 校の 日常的な場面で

話題 に上ることが多 くな り,十 分な同和問題認識が備わっていない生徒は,学 習センターに

今以上に来なくなることが予想 される。そうなれば,前 述のような学習センターの未来構想

も,砂 上の楼閣となり果てて しまうことになろう。

3展 望

A子 は一時期 中学校の教師を恨 み,学 習センターに来な くなったこともあった。 しか し,

彼女 には悩みを分かち合 える友人や,彼 女をしっか り受け止めて くれる教 師がいた。彼女は,

友人や教師 と,学 習センターで,何 度 となく夜遅 くまで話 し合ったという。また,あ る雨の

降る日の夜遅 くに,彼 女が,泣 きなが ら学校を訪れ,同 和問題について話 し合 ったこともあ

ったと,他 の教師か ら聞いたこともある。彼女が後に語ってくれたことによれば,当 時彼女

はよく本を読んだそ うだ。様々な出来事が重な り,小 学校時 より学んできた様々な知識 も動

員され,地 区生徒 としての彼女のアイデンテ ィティは,し だいに結晶化 されていったように

思われる。A子 は当時の胸の内を次のように語って くれた。

「なんでや」 って考 えた時 に,や っぱ り私 に しかで きひ ん こ とが あ るか ら,同 和 地区 に生

まれて きた。私 に しかで きひん こ とがあ ったか ら,私 は,こ こに生 まれ て きた と思 いたい

んや わ。思 い たい とい うか,そ う思 わ なや ってい けへ んや んか 。… で も,隠 してい って,

な くなるわけ じゃないや ん。 隠 してい って な くな らへ ん し,と 思 った時 に,じ ゃあ誰 が そ

れ を実行す るの。 明るみ に出 るとなった時 に,や っぱ り,そ れや った ら私 らが なろ うって

な るや ん。私 らが言 うてい った らい いやん。

次のエピソー ドは,彼 女のアイデンティテ ィ形成において,大 きな意味を持 っていたと思

われる。学校での同和 ・人権問題学習があった 日の放課後,A子 と親友B子(地 区外生徒)

以外 には誰もいない教室でので きごとである。B子 が,「 同和地区の人ってかわいそうやな。

助けてあげなあかんなあ」 ともらしたのである。A子 はもちろん,B子 が善意で言っている

ことぐらいはわかっていたが,そ の言葉 を放ってお くわけにはいかず,勇 気を出 して自らの

立場 を明かし,そ の言葉の不合理さを切々と訴えた。その日はB子 に理解 してもらえず,喧

嘩別れのような状態になったが,数 日後B子 のほうか ら 「よう考 えたら悪いこと言うてるよ

うな気がす る」 と話 して きてくれたという。 さらに,B子 は,そ の後,A子 が他の生徒か ら

学習セ ンターの ことで,「 お まえが されているのは逆差別や」 と問いつめ られていた時に,

「あんた,ほ んまにそ う思 うのかいな。あんた,も し,そ の立場や ったらどないすんねん」

と,A子 をかばってくれたそ うである。A子 はその時の気持 ちを,次 の ように語って くれた。

わ っ,こ れや,私 が考 えてた んは,こ れや 。話す ことによって,今 まで悪 い こ としか教 え



同和地区生徒のアイデンティティ問題一 「転換期」を迎えた同和教育の課題と展望一 37

てもらわへんか った。話すことによって結婚差別 される。友達か ら仲間はずれにされる。

その中で勇気 をふ りしぼって話 してみたら,こ うい うふうに感 じる人 もいる。 これが,ほ

んまに私が求めてるもんや。

彼女は,親 しい友人か らは じまり,学 級全体へ,そ して全市の弁論大会へ と,次 々によ り大

きな世界へ と発信 していった。彼女は,同 和問題はむ しろ,「 見せかけだけの関係をうち破

るための武器」だと語って くれたこともあった。

もし私たちが,A子 のような生徒 を多 く育てることができるならば,前 述の ような学習セ

ンターの未来構想 も実現可能となろう。

4ア イデンティティをめぐる葛藤

A子 は,葛 藤 しなが らも自らの置かれている状況を自分流に解釈 し,そ の解釈 をもとによ

り大 きな世界へ と発信 してい くことができた。 しか し,彼 女のような例は,ま れである。多

くの地区生徒 は,例 えば 「なぜ学習セ ンターに行 ってるの?」 と聞かれても,無 意識裡に,

ごまかした り,相 手におもねたり,知 らぬふ りを装った りして,そ の場 をや りす ごしている

のである。A子 のような生徒を育てるためには,ど うすればよいのだろうか。まず もって必

要なご「とは,地 域の親 と,小 学校 ・中学校の教師が連携 を密にし,地 区生徒 のアイデンティ

テ ィ形成に関する責任の所在 を明らかにさせ ることであろう。

ところが,差 別が見 えにくくなった と言われる昨今,「 部落」 をめ ぐるアイデ ンティティ

そのものが大 きく揺 らいでいるのである。私には,こ の点こそが問題の核心であるように思

えるのだ。たとえば雑誌 『こぺ る』2)で は,こ こ1,2年,「 部落 ・部落民」 をめ ぐる議論が

盛んに展開され,「部落 ・部落民」 という概念の脱構築が進め られてきた。

たとえば原口孝博 は,「部落 ・部落民」 を 「共同幻想」だと言い切 る(原 口1996)。

…私 も客観的事実 としては 「r部落』 も 『部落民」 も実在 しない」 と考える。… 「血縁的

系譜の連続の有無を実際 に証明す ること自体に無理があ」る以上,「 部落」 も 「部落民」

も実体的 ・具体的事実として近世被差別身分(例 えばエタ身分)か らの血縁的な連続性が

あるとは言 えない。…い うならば私達 日本人の遠い先祖が何 らかの共同体や国家 を形成 し

た時か ら形 を変えなが らも連綿 と維持 され,今 なお私達の意識 ・無意識の中で身につ.けて

しまっている共同幻想(共 同体意識 ・共同的差別観念)と しての連続性である。

そ れに対 して,「 ムラ」 に生 きる こと にこだわ り,カ ム アウ トす る こ とを大切 に して きた

住 田一郎 は,次 の ように反論す る(住 田1998)。

r私は 「部落民」だ」 と告げることは,そ れが存在するという考え方をぎりぎりのところ

で認めて しまう,つ まり,「部落民」の存在 を実体化 して しまうことにな」 り,私 が提起
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する 「カムアウ ト」は自家撞着に陥ってしまう。それ故,私 とすればこの見解に与するこ

とはで きないのである。

住 田 は別 の ところで,「 カム アウ ト」 について次 の ように語 ってい る(住 田1995)。

奴隷が奴隷である自らの立場を認識するとき,も はや彼はなかば奴隷でないように,被 差

別部落民は自らを被差別部落民 として客観的に位置付 け認識するとき,も はや被差別状況

から解 き放たれているのである。…私が提起するカムアウ トは被差別部落民 としての自己

の存在 をかけた,人 と人 との相互理解 を深めるためのものである。

この両者の対立は,現 在 の同和地区の人々のアイデンティティをめぐる葛藤状況を,象 徴的

に反映 しているのではないだろうか。差別に抗 して生 きてい くためには,周 囲か ら差 し向け

られる否定的なまなざしをはねのけ,運 動を組織 してい く必要があった。そういう観点か ら

は,よ り強固で一枚岩的な集団的アイデ ンティテ ィの確立が望まれる。ところが,こ の考え

方は,時 として 「部落」内の多様な個人のあ り方 を無視 し,「個」 を束縛する圧力 と化 して

しまう可能性 を秘めているのだ。

ところで,こ の ようなアイデンティテ ィをめ ぐる葛藤は,何 も部落問題に特有の現象だ と

いうわけではない。たとえばエスニシテ ィ論の変遷は,ア イデンティテ ィ ・ポリティクスを

代表 とする本質主義 と,ポ ス トモダン運動,脱 構築論 などを代表 とする非本質主義の問の相

克の歴史であるという。「部落」のアイデンティティをめ ぐる議論 もまた,エ スニシティ論

の変遷 と軌 を一にしているのである。言 うまで もな く,原 口は非本質主義の立場であ り,住

田は本質主義の立場 に分けられる。

5ア イデンティティをめぐる葛藤を乗り越える

一見対立す る両者の見解であるが
,両 立 は不可能であろうか。私 の考えでは,「r部 落民』

は共同幻想である」 という社会認識 と,「私はカムアウ トする」 という生 き方は,必 ず しも

対立するものではない。いやそれどころか,私 はむ しろ,「 部落 ・部落民」が共同幻想であ

るがゆえに,カ ムアウ トすることに意味があるのだとさえ考えているのだ。以下にその根拠

を述べようと思 う。だが,私 論はあ くまで試論の域 を出るものではない。 とりあえず,現 在

のところ,私 にとってまだ最 も適切だと思われる一つの解釈を提示するにすぎない。

それでは私論(試 論)を 展開することにする。 まず最初 に,問 題の立て方を,「 「部落 ・部

落民」は 〈幻想 〉か 〈実体〉か」 という問いか ら,「〈幻想 〉であるはずのr部 落 ・部落民』

が,な にゆえに 〈実体〉であるかのように立ち現れるのか」 という問いへ と,シ フトさせて

やることにする。私 は以前,「 差別の構造」 という媒介項を措定 し,「差別の構造」が人々の

心 というス クリーンに,「 部落民」 という幻影を映し出すのだ説明したことがあった(原 田

1998)。 その時は,そ の 「差別の構造」が何たるか具体的には説明で きず,と りあえずは文
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化的再生産のからくりが大 きな意味を持 っているであろうことを,指 摘するにとどまってい

た。その論 旨は概ね次の ようであった。

差別の結果,「 部落」 とされる地域の内 と外 とでは,円 滑なコミュニケーションが成立 し

にくい状況がつ くられてきた。そ うすれば 「部落」 とされる地域 と,「部落」 どされない地

域 との間に多少の文化のズレがあって も不思議なことではない。現代社会は,極 めて合理的,

効率的,能 力主義的な社会であり,専 門知が支配する社会である。そのような社会 にあって,

支配的な文化とズ レのある文化を形成 している 「部落」は,現 代社会の支配的な価値の尺度

で測ってみれば,結 局は,「低い」,「遅れた」 ものと位置づけられて しまうことにな りかね

ない。このあたりに,現 代社会の差別意識や 「差別の構造」の核心が隠されているのではな

いだろうか。

しか し,こ の ような文化的再生産論 からの説明には,次 のような疑問が提起 されることに

なる。「では,「 高い」文化資本を有するr部 落民」は差別 されないのか」。なるほど的を得

た指摘である。学校知を中心 としたこの社会において,「 部落」の文化資本の総体が 「部落」

外 に比 し 「低い」ことは確かなこととしても,「部落」 内部にも 「高い」文化資本 を獲得 し

ている人々は必ず存在するのである。そういう人々は,文 化資本が 「高い」 とい うことだけ

をもって して,差 別を免れることがで きるのか。答 えは否である。

だが,実 は,私 が前述の論考で問題 にしていたことは,客 観的な文化的 「劣位性」の再生

産構造 だけではなかった。それを介 して生み出されるところの,「 こわい」「低い」「遅れた」

といった 「部落」のイメ'一ジあ再生産構造であったのだ。客観的な文化資本の量は,「部落」

のイメージと密接に結びついてお り,そ の再生産に大 きく関わっていることは疑いを入れな

いが,そ れが本質的 に 「部落上 をひとくくりにし,「部落」 というカテゴリーを生み出す機

能を有 しているというわけではなかったのだ。つまり,文 化の違いは,差 別の結果であ り再

生産の原因とはなるが,差 別を最初に生み出 した原因ではない,そ れは他 にあるはずだとい

うことなのである。そこで私は,や や模式的になるが,「 差別の構造」を便宜的に次の二つ

のレベルに分けて考えてみようと思っている。第一のレベルは,「 部落/部 落外」を分かち,

「部落民」をひとくくりにする,カ テゴリー化のレベル,す なわち差別の原因のレベルであ

る。ここで機能するのは,歴 史学の知見によれば,主 に仏教や神道思想 に由来する 「稼れ」

の観念(イ デオロギー)で あろう。そ して第二の レベルは,分 かたれた境界線 を堅持 しよう

とする,イ メージの再生産のレベルである。ここで機能するのは,学 校を中心 とす る文化的

再生産のからくりと,そ のか らくりを覆い隠すように機能 している能力主義的なイデオロギ

ーであろう。この二つの レベルが巧みに接合され,渾 然一体 となって現代社会の 「差別の構

造」が構成 されているのではないだろうか。現代社会 において,私 たちがそれほど強 く 「機

れ」の観念にとらわれているとは思えない。「稼れ」の観念は,支 配的文化の尺度によって

算出された文化的 「劣位性」 と接合 され,「 こわい」「低い」 「遅れた」 といった 「部落」の

イメージを構成 しているように思えるのである。

た しかに差別 という実践は,差 別するものによってなされる行為である。だがその実践 を

構成するイデオロギーの源泉は,日 本文化の深層に横 たわる 「稼れ」の観念 と,差 別の結果

つ くられた 「部落」 と 「部落外」の文化的差異が引き起こす文化的葛藤,そ してその仕組み
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を隠蔽する能力主義的イデオロギーに求められる。アルチュセールは,イ デオロギーについ

て次の ように説明する。イデオロギーは,物 質的な存在 であ り,私 たちの身近な制度 ・装

置 ・言説 な どを通 して私 たち に 〈呼 びか け〉,私 たちの主体 を構成 してい るの だ と

(Althusser1976)。 「差別/被 差別」両側の身体に 〈呼びかけ〉て くるイデオロギーの源泉は,

差別する側の中にのみあるもので もなし,も ちろん差別 される側にのみあるもので もない。

それは,「 差別する側/さ れる側」 というシニフィエを生み出す,シ ニフィアンの中にこそ

あるのだ。要するに 「差別/被 差別」両側の関係性の中にこそあるのである。

従って,反 差別の闘いとは,私 たちが私たち自身の身体 を貫 く差別的なイデオロギーを異

化 し,制 度や装置をつ くりかえ,新 しい言説を生み出す実践を行 うことを通 して,文 化の諸

層に働 きかけることだということになるのである。これは,「 差別する側」だけでな し得 る

営みでもなければ,「 差別 される側」だけでな し得る ものでもない。「差別/被 差別」両側か

らの,共 同の営みがあってはじめてなし得ることなのである。藤田敬一(1987)が 提起する,

「両側か ら越 える」 ということが,重 要な意味 を持 って くるように思われるのである。

では,次 に,カ ムアウトすることについて考 えてみたい。ここで もう一度A子 の例に立ち

返ろう。彼女は言う,「私 にしかできひんことが あったか ら,私 は,こ こに生まれて きた と

思いたいんやわ。思いたい というか,そ う思わなやっていけへんやんか」 と。先に 「部落民」

という 「実体」があったわけではない。また自分の中に 「部落民」 として何か本質的な もの

を見いだしたわけでもない。彼女がせめぎ合っているのは,自 分の身体 に迫 って くる差別的

なイデオロギーであ り,カ テゴリー化(=枠 づ け)の 圧力である。彼女 は長い葛藤の末,つ

いに差別的なイデオロギーを異化 し,差 別 と闘うためにあえて自らを 「部落民」 として規定

し直 したのである。 カムアウトするということは,差 別される 「客体」 としての他者か らの

規定を返上し,差 別の現実 と闘う 「主体」 として,自 らが 自らを規定 しなお したことを表明

す ることなのである。ステユアー ト・ホール(Hal11990)が 言 うように,ア イデンティティ

とは 「あるもの」 とい うだけではな く 「なるもの」 なのである。アイデンティティとは決 し

て固定的なものではない。むしろアイデンティティという空間の占有をめぐる,せ めぎあい

の過程そのものであるといってもよいか もしれない。絶えず他者からの枠づ けの圧力が差 し

向けられ,絶 えずそれに対 して自己が自己であることを確認 し続けねばならないのである。
一方
,カ ムアウ トされる側 にとって,カ ムアウ トは,自 己と向き合い,自 己の身体を貫い

ているイデオロギーを内省する契機 を与えることになる。先の例において,B子 はA子 にカ

ウムア トされることにより,は じめて自己を内省することがで き,自 分の言説の中にある差

別性 に気づ くことがで きたのである。カムアウ トす ることにより,「両側か ら越える」営み

が始 まる可能性が開けるのである。

以上述べて きたことをまとめてみると,次 のようになる。「部落 ・部落民」は 〈幻想 〉で

ある。だが,〈 幻想 〉であるはずの 「部落 ・部落民」が,あ たか も 〈実体 〉であるかの よう

に立 ち現れてやまないのは,「臓れ」の観念 に能力主義的なイデオロギーなどが接合されて

つ くられた差別的なイデオロギーが,主 体 を構成 しているか らだとい うことになる。そのイ

デオロギーの源泉を討つためには,「 両側から越 える」 ことが必要 とな り,そ のためにはカ

ムアウ トは重要な契機 となりうる。戦略的な意味で,「 部落民」 としてのアイデンテ ィティ
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を持つことは重要なのである。

ここで,も う一度,話 を同和教育にもどす ことにしよう。たしかに,』地区生徒のほ とんど

は,日 常生活で差別 を感 じないという。だが,こ れはあ くまでも心の表層 においての ことで

ある。社会に差別がある限 り,差 別的なイデオロギーは絶えず彼 ら/彼 女 らの無意識に 〈呼

びかけ〉てお り,彼 ら/彼 女 らのセルフエステ ィームは,〈 呼びかけ〉られることにより阻

害 されているといえよう。そう考えれば,彼 ら/彼 女 らにとって必要なことは,自 己のアイ

デンティティを占有 しようとする差別的なイデオロギーを打ち消 し,自 己をとりまく状況を

再解釈するための一連のス トーリーだということになる。これは,差 別的なイデオロギーに

対抗するための,反 差別のイデオロギーである。

最近,「 部落」の近世政治起源説や 「オールロマンス」事件の信葱性 に対 して,疑 義がは

さまれることが多い(畑 中1995,前 川1996な ど)。それに伴い,従 来の同和問題学習のあ り

方に対 しても,見 直 しを迫る声が聞かれることも多 くなっている。歴史研究が進み,新 たな

史実が掘 り起 こされ,そ れに伴い教育のあ り方や内容が変わってい くことは当然のことであ

ろう。だが,か といって,江 戸時代の身分制度の仕組みや 「オールロマンス」事件 について,

もう教 える必要はな くなったと決めつけるのは早計である。なぜ なら,そ れ らは差別的なイ

デオロギーに対抗す るための,反 差別のイデオロギーとして,今 なお十分に意味を持ち得て

いるからである。私は,「 部落 ・部落民」 を幻想だとし,「部落 ・部落民」 を脱構築 してい き

なが ら,教 育の実践者 として,地 区生徒が 「部落民」 としての戦略的アイデンティティを築

けるように支援 していくつもりである。

これを,人 々は 「矛盾」 と呼ぶのか もしれない。だが,私 は 「矛盾」だと思わない。教育

の責務は,支 配的文化 を押 しつけることだけではあるまい。社会 に働 きかけ,支 配的文化を

作 りか えてい く 「主体」 をつ くることもまたその責務の一つであ る。 アルチ ュセール

(Althusser1976)の いうように,「 主体」 を構成するのはイデオロギーなのである。学校は,

たしかにイデオロギー装置であ り,教 師はそのエージェントである。 もちろん,私 は,そ の

前に 「国家の」 とい う修飾語を付する気はもうとうないのだが。

5お わりに

現在,地 区の人々の間にも多様化が進み,旧 来の 「部落民」 としてのアイデンティティを、

受け入れることにとまどいを感 じる人々が増 えてきている。 また,教 師の方でも,「法」の

期限切れ,特 別施策か ら一般施策への移行 という 「転換期」にあって,同 和問題学習の必要

性が実感できなくな りつつあることも事実である。

しか し,一 方で,地 区生徒一地区外生徒間の学力格差は依然大 きく,学 習に意義 を見いだ

せず,い わゆる 「問題行動」を繰 り返す生徒が多いという現実がある。差別は私の目の前で,

日々再生産されている。戦略的な意味でのアイデンティティは,や は り必要である。

「転換期」 という時期は,地 区生徒のアイデンティティ形成が最 も重要であるにもかかわ

らず,最 もそれが困難である時期であるといえる。この時期をどう乗 り切 るのか,こ れは私
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たち大人の側の課題である。

実践 レベルの課題 としては,ど のようにして,地 域の親 と.,小学校 ・中学校の教師が連携

を密 に持 ち,地 区生徒のアイデンテ ィティ形成に関する責任の所在 を明 らかにさせてい くか

という問題が残 されている。

また,理 論 レベルの課題としては,本 稿で も論 じてきたように,運 動や同和教育の基礎 と

なる 「アイデンティティ」 という概念 を,ど のように定義するかとい う問題が残 されている。

本稿 において私 は,ア イデ ンテ ィティをめ ぐる私 なりの一つの解釈 を提示 したにす ぎない。

読者諸兄のご批判 を賜 り,今 後 さらに考えを深めていかねばならない と思 っている。

〈注>

D本 稿おいては,同 和施策を受けている生徒を同和地区生徒とする。

2)藤 田敬一編集,阿 咋社発行の月刊誌。部落問題を中心に,立 場や党派にこだわらない開かれた議論が展

開されていることが特徴である。
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IdentityIssueofDowaStudentUnder

Constructionof:LiberationMovement

一ThePredicamentandProspectofDowaEdncationata

TumingPoint一

TakuyaHARADA

DowaEducation(EducationfbrLiberationofBuraku)isunderthecircumstancesof"atuming

point."TheSpecialMeasurefbrDowaPr(オect,whichhasbeenenfbrcedfbroverthirtyyearsunder

theprovisionof"Dotaish㎞ σlheReportoftheDowaPolicyDelimitationCommittee),"willtermi-

nateincon血192002.

But,ontheotherhand,thegapoftheachievementbetweenDowastudentsandothersstillpersisits

inaremarkabledegree.AndincidentsofdiscriminationagainstDowakavenotyetdisappeared.It,

snodoubtthatthete㎜inationoftheSpecialMeasureR)rDowaPr(増ectdoesnotmeantheendof

DowaEducation.Attheageof"atumingpoint,"itis.criticalagendafbrustoconsolidatethe

foundationsofDowaEducationandgoastep㎞her.

Tbispapertriestoanswerthequestionbymeansoffocus童ngontheculturaliden口tyofDowastu-

dents.Fhstofall,IelucidateboIhthepredicamentandα1eposs童bilitybywhichDowaEducationis

conffonteddescribinghowoneofDowaf6malestudents血terpretsandrecognizesherownidentity

as"Dowa."Today,asidefromchildren,adultsalsofacethesimilarproblemaroundculturalidenti-

ty,加causemosl鉾ople血1沁waco㎜u盃lieshavegolddof四ve即duelo職eS卿1Measurebr

DowaPr(オect.Therefbre,redifiningtheiridentityas"Dowa"isbecomingmoreandmoreimportant

pmblemfbrthelnselyesaswe皿asteachersandotherpersonsconcemed.hlconclusion,Ipresentmy

ownviewabouthowtoreconceptualizeDowaidentity,


